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原子力規制委員会記者会見録 

 

● 日時：令和6年2月7日（水）14:30～ 

● 場所：原子力規制委員会庁舎 5階記者会見室 

● 対応：山中委員長 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは定刻になりましたので、ただいまから 2 月 7 日の原子力規制委員会定例

会見を始めます。 

  本日、次の予定との関係で 15 時 20 分には会見を終了とさせていただきますので、ま

ずお 1 人当たり 5 分以内で回させていただいた後、時間の限り御質問をお受けしたいと

思います。 

  それでは、皆様からの質問をお受けします。いつものとおり、所属とお名前をおっし

ゃってから質問をお願いいたします。御質問のある方は手を挙げてください。 

  マサノさん。 

 

○記者 フリーランス、マサノです。よろしくお願いします。 

  今日の議題 4 の能登半島関係なのですけれども、今後の規制庁の対応ということで、

地震に関する知見を収集していくとありました。実は、2 月 2 日に、原発周辺に暮らす

地域の声を伝える緊急行動ということで、住民の皆さんは、国の推本（地震調査研究推

進本部）が知見をまとめるまで、新規制基準の適合審査も使用前検査も凍結してくださ

いと山中委員長宛で出しています。この声は届いていますでしょうか。また、御見解を

お願いします。短く答えていただければありがたいです。 

○山中委員長 要望は拝見しております。審査については、もう新知見をできるだけ早く

取り入れて、厳正な審査を進めてまいりたいというふうに思っておりますので。 

○記者 凍結が求められていますが。 

○山中委員長 審査については、もうこれはもう本当に新知見を含んだ上で進めてまいり

たいというふうに思っております。 

○記者 はい。 

  引き続き、能登半島関係ですけれども、本日、山中委員長は情報発信に関して SNS へ

の発信に効果があったとおっしゃいました。 

  ところが、1 月 18 日にドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天が共同会見で基地局にたど

り着けなかったという発表をしています。全部モニタリングポストが今日直ったという

ことでありますけれども、1 か月して直っても意味がなくて、基地局すら機能しない中

で発信に効果があったというのは、SNS で効果があったというのは一体どういう意味な

のでしょうか。 
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○山中委員長 1 月 1 日の時点で、SNS で情報発信を行ったところ、非常に多くのアクセス

をいただいて、評価をいただいたということで、一定の効果があったという判断をして

おります。 

  一方で、ホームページの在り方等についてはまだまだ不十分な点がございますので、

その点については、引き続き改善をしてまいりたいというふうに思っています。 

○記者 そうすると、一番揺れて一番不安があるところの人々にその情報が届いていない

ということに関しては無視されていると思うのですが、どうでしょう。 

○山中委員長 我々としては、できる限りの情報発信に努めたつもりでございますけれど

も、改善すべき点があれば改善してまいりたいというふうに思っております。 

○記者 はい。 

  月曜日に、福井県の原子力リサイクルビジネスについて会合がありましたが、これに

ついて伺います。 

  これまで、電力事業者だけがクリアランスレベルを下回ったものを外に出すというこ

とをしてきましたけれども、昨日の会合では、クリアランスレベルの 100 倍、200 倍高

いものを除染する、あるいは溶融することによって、その時点でクリアランスレベルを

クリアすればいいという、大きな政策転換について議論されていました。 

  これ、大問題だと思うのですけれども、この政策転換は一体なぜどのようになされた

のでしょうか。 

○山中委員長 その報告については、まだ委員会では受けておりませんので、リサイクル

についての何か委員会として方針変化があったというふうには考えていません。 

○記者 委員会が歯止めをかけるということもあり得るということですね 

○山中委員長 もちろんその委員会で議論させていただきたいと思っています。 

○記者 もう一つ、最後にすみません。今回その最初に始まったときは廃炉を前提とした

リサイクルビジネスという話だったと思うのですけれども、今回、通常運転から出てく

るものについても、クリアランス推定物ということでさっき言ったような扱いをすると

いうことでどんどん拡大されていっていますけれども、これもやはり問題があるのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○山中委員長 クリアランスに関してのこれまでの基準を見直すということは、何か議論

したわけではございませんので、何か基準規則を見直す必要があれば、改めて委員会で

議論したいというふうに思っています。 

○記者 以上です。 

 

○司会 次、いかがでしょうか。 

  カネヒラさん、お願いします。 

○記者 TBS の報道特集のカネヒラと申しますが。 
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  今日の議題 4 に乗った能登半島地震と志賀原発との関係なのですが、地震発生からも

う 1 か月以上が過ぎて、今日発表がありましたような現状報告というものがあったので

すが、実は先ほどの質問にもあったように、市民からの要望書というのが委員長宛に出

されたときに私もその場にいたのですが、規制庁の職員の方が概ねこういうことをおっ

しゃっていました。今回の場合は自然災害と原子力災害というものの複合災害が起きた

場合は、自然災害のほうをまず優先してというような前提つきだったのですが、こうい

うふうにおっしゃっていました。 

  1 月 17 日に開催された原子力規制委員会で行われた議論では、家屋倒壊が多数発生す

るような地震等の自然災害と原子力災害との複合災害に対しては、人命最優先の観点か

ら、まず自然災害に対する安全が確保された後に、原子力災害に対応することが重要で

あるという考えが示された上でなのですが、ここからが重要で、能登半島地震を踏まえ、

原子力災害対策指針における防護措置の基本的な考え方を変更する必要はないという

のが委員の共通認識であったと。原子力規制庁として、能登半島地震を踏まえて原子力

災害対策指針を見直すことは考えていないというふうに断言されたのですね。実は、私

がその場にいたときに、えっという、何かある種の驚きの声が恐らく上がって、場の空

気が一変してしまったということがありました。 

  私、今日お昼を食べに外に出て、ここへ戻ってきたときに、建物の外に市民の方がそ

のことについての抗議をプラカードなんかで示して、原子力規制委員会に対するある種

の不信の念というか、私たちの願っているような役割を規制庁が果たしていないのでは

ないかというような、そういう態度の表明みたいなものを目撃することになったのです。 

  今 1 か月がたった時点で、山中委員長としては、この間も私はお聞きしましたけれど

も、原子力規制庁が果たす役割、能登半島地震を踏まえて、なぜ防護措置を見直さない

とか、あるいは災害対策指針を見直すことは考えていないというような、そこにある種

の論理の飛躍というのはないですか。そこについてのちょっと御意見をお伺いしたいの

ですけど。 

○山中委員長 能登半島地震を受けて、自然災害に対する防災については、地域防災計画

を見直していただくべきところはあるかというふうに思っております。地域防災計画と

いうのは、当然、一般災害、地震、津波の災害、それから原子力の災害というふうに幾

つもの災害に対する対応が記載されてございます。防災基本計画においては、やはり自

然災害からの人命を優先して退避をしていただくというのが、基本的考え方でございま

す。 

  一方、原災指針では、放射線防護に対する基本的考え方を示してございます。放射線

の源になるような原子力発電所からもし事故が起きた場合には、逃げていただくという

手段、あるいは遮蔽をしていただくという手段、このいずれかを取っていただくという、

そういう基本的な考え方を求めてございます。ただ、その基本的な考え方に今回の災害

というのは、特段大きな影響を与えるとは思っておりません。 
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  一方、逃げる、あるいは遮蔽をするという、避難をする、あるいは屋内退避をすると

いう基本的な考え方の効果については、この原災指針の中に書いてございますけれども、

これは、どういう計画を立てるかというのは、当然、地域地域ごとで計画の立て方とい

うのは変わってくるというふうに考えてございます。 

  今回の孤立化が起こった、あるいは家屋に相当倒壊が起こったという実情を考えれば、

この地域にふさわしい防災の在り方というのは、当然考えられるべきであろうというふ

うに思っております。 

  地域によっては、例えばヘリポートを非常にたくさん作っておられる地域もございま

すし、UPZ（原子力発電所からおおむね５～３０ｋｍ圏内）5 キロ以上の圏内であっても

防護施設を非常にたくさん作っておられるところもございます。そういった意味で、地

域防災計画の計画そのものをきちんと今回の教訓を生かして立て直していただくとい

うことは、重要かなというふうに思っています。 

  我々の務めとして、やはり放射線防護に対する考え方を変えるところがあればそこは

見直していかないといけないかなというふうに思っておりまして、特に屋内退避に対す

る考え方というのは、今後きちんと議論をして、防災指針、原災指針の中に盛り込んで

まいりたいというふうに思っております。 

○記者 そうしますと、そのときに職員の方がおっしゃっていた防護措置の基本的な考え

方を変更する必要はないというのは違うのですね。 

○山中委員長 基本的な考え方は変更する必要はないと思っておりますけれども、その中

でも、屋内退避に対してどういうふうに対応していくかということについては、これか

ら委員会の中で議論していこうということを 1 月 17 日にも決めた次第でございます。 

○記者 そうすると、その職員の方の説明は。 

○司会 すみません、御質問をまとめていただけますか。 

○記者 はい。 

  説明というのはちょっと飛躍があったというか。 

○山中委員長 少し言葉が過ぎたかもしれません。 

○記者 あと 1 問だけ、時間がないので。 

  私、実は現地に行きました。その志賀原発が建っている立地のところを見ましたけれ

ども、隆起ですね。海岸線の隆起というのは、これ、視認できるぐらいにはっきりした

ものが見られたということがありました。 

  職員の方は、規制庁から毎日のように施設に入られているとさっきお聞きしましたけ

れども、委員長自身は現地を何らかの形で視察されたりとか、そういうようなお考えと

いうのは、今の時点であるのでしょうか。 

○山中委員長 現場重視で規制をしていきたいというのが私の基本的な姿勢でございます

し、現場の人、方に御迷惑をかけないような状況になれば、現地を見に行きたいという

ふうには考えております。 
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○司会 それでは、先ほど挙げていらしたアオキさん。 

○記者 アオキです。よろしくお願いします。 

  今の隆起の話なのですけれども、北陸電力さんに聞きましたらば、どれくらいの隆起

に耐えられるのですかといったら、取水口で 20 センチというお話でした。取水口であ

って、原子炉建屋自身は隆起を想定していないというお答えで、今回 90 キロ以上にわ

たって隆起したと思われる海岸線の部分について、20 センチにしか耐えられないという

ものについては非常に心細い値だと思ったのですけれども、委員長、ほかの原発につい

て、どれぐらい隆起に耐え得るものかということは把握されていますか。それが十分だ

というふうにはお考えでしょうか。 

○山中委員長 審査の中で、海岸線の隆起ということについては、その隆起を及ぼす可能

性のある断層について、慎重に審査はしていただいているものというふうに解釈してお

ります。その上で、隆起をして取水ができなくなったときにも様々な手段で注水ができ

るような手だてを、新規制基準の中では求めているところです。 

○記者 先ほど、新知見というお言葉も出ましたけれども、これまでの委員会の中でも新

知見が出たらということで、隆起についての新知見について石渡先生も今後反映する必

要があるという発言もございました。 

  今おっしゃったその審査、現状の知見では不十分だという可能性があるということな

のかと思うのですけど、隆起についてですね。それについて、どう受け止めていらっし

ゃいますか。 

○山中委員長 隆起について、もうこれは繰り返しになりますけれども、隆起を引き起こ

す可能性のある海岸線の断層については、審査の中で見てきているというふうに考えて

おりますし、今後、何か新しい知見が半島地震の分析の結果が出てきた場合には、審査

の中で改めて評価したいというふうに思っております。 

○記者 それを受けて、じゃあ、それまで審査を凍結してくださいと、これはマサノさん

の質問の続きになるのですけれども、凍結してくださいという要望が来ているわけです。

つまり、隆起について新知見が出ると思われる中で、今やっている審査を凍結してくだ

さい、この凍結するべきかどうかについての考えをお聞かせください。 

○山中委員長 審査を今、止めてしまうということは、現時点で報告も受けておりません

し、そのような考えはございませんけれども、当然、志賀原子力発電所については、こ

れから地震動に関する様々な知見が出てくる可能性もございますので、当然その時間も

かかりますし、慎重に審査はしていかなければならないというふうに考えています。 

○記者 防災指針の論点整理についてお伺いします。 

  こちらについては、今回の志賀原発のところは私も現地に行ってきましたけれども、

放射線防護をされている施設に伺ったところ、調理施設もなく、中の人たちはパンとお

にぎりの二つを繰り返し食べるという生活をせざるを得ない状況でした。 
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  しかも、報道によると、その数、キャパが全然足りないということも出ておりました。

実際にどれぐらいのものがキャパとして必要なのかという、何日間、屋内退避がいるの

かというところも論点整理に含まれるのでしょうか。 

  あと、どんな論点整理を想定されているのかというところについて、事務方に論点整

理の中身について詳しくこういうことというふうに指示されていたらば、それを教えて

いただきたいのですが。 

○山中委員長 具体的には、委員会で議論をしていくことになろうかと思いますけれども、

以前からお話をさせていただいておりますけれども、屋内退避のスタートの時点をどう

するか、あるいは屋内退避の期間、これはもう私自身の経験からしますと、やはり数日

というのがもう限界だろうというふうに思っておりますので、やはりそういう期間をき

ちんと区切る必要があろうかというふうに思っています。 

  あるいは解除した後はどうするのだ、あるいは屋内退避を避難に変更した場合にどの

ように対応するのだというような点が論点になるというふうに私自身は思っておりま

す。 

○記者 キャパの話も触れますか。 

○山中委員長 当然いろいろな避難所が屋内退避の場所になってくるかと思いますし、当

然地域全体でのキャパシティーという、そういう問題も出てくると思います。 

○記者 そういうキャパが全然今回足りないよということで作る必要が出た場合は、それ

は国費で整備するものなのですか。それとも、どういう予算で整備していくものなので

しょう。 

○山中委員長 当然その地域ごとで、どういう地域防災計画を立てられるかというのは変

わってまいります。例にも挙げさせていただきましたけれども、同様な半島のような地

域で防災を考えられる場合に、例えばヘリポートをたくさん作るですとか、あるいは防

護施設を UPZ の中にも作るとかという、そういう地域もございますし、あるいは津波に

対する対応をきちんと考えられるという、そういう各浜に集会所を作るというような、

そういう地域もございます。 

  これ、地域ごとでやはり計画というのは変わってくると思いますし、国と連携を取り

ながら、やはり整備をしていっていただきたいというふうに思っています。 

○記者 ごめんなさい、あと 2 問だけ。 

○司会 すみません、御質問をまとめてください。 

○記者 はい。じゃあ、別の話ですけど、2 問まとめて言います。 

  今回、その数日で幹線道路が通れるようになったかというと、通れていないところが

あるわけです、御存じのとおり。だから、数日で屋内退避が済むという可能性は非常に

難しいかと思うのですけども、その辺のことについてどういうふうに指針に盛り込むか

が 1 点と、もう一点は、ごめんなさい、別の話で。 
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  今日、処理水の放出のレビューが出ましたけれども、福島県漁連が第三者の研究者に

よる水が安全かどうかというレビューを行ってほしいという要望をしているのですけ

れども、確かに第三者のものがあったほうが安全性が、より信頼性が得られると思うの

ですが、それについてお考えをお聞き願いませんか。研究者としてもでもいいですし、

委員長としても、そのほかの、第三者の目というのが入ったほうがより透明性があると

思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○山中委員長 まず、屋内退避に対しての論点、これはもう期間は非常に重要だと思いま

す。これはきちんと議論をしたいというふうに思っています。2 日になるのか 3 日にな

るのか、あるいはその後はどうするのだということ、これは論点になろうと思います。 

  それから 2 点目、ALPS 処理水（多核種除去設備等処理水）の放出に関してでございま

すけれども、これについては、我々は放出について基準を満たした放出かどうかという

ことを、きちんと監視するというのが我々の務めだというふうに思っております。これ

は、もう現地で検査官がきちんと見てくれているものというふうに思っておりますし、

それに対する第三者の評価ということで IAEA（国際原子力機関）が評価をしていただい

たという、そういう位置づけで私自身は理解しております。 

○記者 研究者の調査は必要ないという立場ということですか。 

○山中委員長 IAEA の評価で、私は国際的にも十分な第三者機関による評価であるという

ふうに、私は理解しております。 

○記者 ごめんなさい、2 日か 3 日で議論になるという。 

○司会 すみません、質問をまとめてください。 

○記者 2 日か 3 日で幹線道路が解消されないという現状についてどう思われますかとい

うことについて答弁漏れだったので、それだけ教えてください。 

○山中委員長 これについてはもう孤立化の問題なので、きちんとそれに対しても対応さ

れるような防災計画になっていないとまずいというふうに思っております。そういう受

け止めです。 

 

○司会 ほかに御質問はいかがでしょうか。 

  オカダさん。 

○記者 東洋経済新報社のオカダです。よろしくお願いします。 

  能登半島地震との関係で、先ほど委員長が、地震に関して石川県の防災計画の見直し

が必要だというふうにおっしゃっていましたけど、石川県の防災計画の原子力災害編、

これの抜本的見直しの必要性についてはどのようにお考えでしょうか。 

○山中委員長 当然、繰り返しになりますけれども、自然災害に対する人命最優先の計画

になっているということがこれはもう求められるところでございまして、避難所である

とか、あるいはどう避難をしていくかという手段というのは考えられなければならない。 
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  それと、やはり連携をして原子力災害に対する対応というのはなされるべきであると

いうふうに考えております。 

○記者 これ、ちなみに石川県が作成しました志賀原発に関する原子力防災のしおりでは、

5 キロ圏内の住民は能登町という震源に比較的近い、奥能登に避難するという決まりに

なっているわけですけど、これはこのままでいいと思われますか。 

○山中委員長 今回のやはり経験を踏まえて、計画そのものの改善というのは進められる

べきであろうというふうに思っています。 

○記者 原発の北側にある住民で、しかも数千人いるわけですけど、それは急に例えば金

沢のほうに避難できるかという問題があると思うのですけど、そういう場合どうしたら

いいのでしょうか。 

○山中委員長 今回、避難経路について南側に避難することができたという、そういう情

報は受けておりますけれども、具体的に地域防災計画を今後どういうふうに見直される

かということについては、原子力災害対策指針ではやはり原子力災害から実効性のある

避難をしていただくような計画にしていただくということを求めておりますので、その

点については見直していただく必要があるかと思いますし、孤立化に対する対応という

のも、今後考えていただく必要があろうかというふうに思っております。 

○記者 これ、そうなると、じゃあ、原子力事故が起きたときに原発の前を通って北側の

方は南に避難するということになってしまうかと思うのですけど、そういうことも人に

よっては求めるということなのですか。 

○山中委員長 これは、本当に地域それぞれの具体的な問題だというふうに思っておりま

すし、具体的にどういう避難の経路があるかというのは、地域固有の問題だと思います

ので。 

○記者 志賀原発の場合はいかがでしょう。 

○山中委員長 事故が起きた原子力発電所の前を通って避難をするということは、避けた

ほうがいいというふうに考えています。 

○記者 手短に。 

 もう一つ、今の関係ですが、現実に今の状態ですと、少なくとも志賀原発の避難計画は、

今回の地震を踏まえると、根本的に見直しが必要だという、多分、委員長の御所見か

と思いますが、そこがきちんとしないと、これはやはり、原発のいわゆる立地という

問題にも、根本にも関わるというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○山中委員長 原子力発電所のプラントそのものの審査については、これはもう厳正に審

査をしていくということでございますけれども、我々は原子力災害対策指針をきちっと

提案させていただいて、それに基づいた地域防災計画を立てていただくという、それが

地元の自治体にお願いをしているところです。 

○記者 それ自体の質というものは、原子力規制委員会はあくまでも、そこにまで保証す

るという責任はないということですか。 
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○山中委員長 私どもは、放射線防護に対するその基本的考え方を指針の中でお示しをし

て、国と自治体が連携をして、きちっとした防災計画を立てていただくという、そうい

う考え方でございます。 

○記者 それは今の仕組み、やはり今のおっしゃったやり方で問題はないということなの

でしょうか。要するに、今だと責任体制が曖昧になって、実効性のない避難計画とか防

災計画のままになっちゃっているきらいがあるんじゃないかと思うのですけど。 

○山中委員長 地域防災計画については、自治体と国が責任を持って立案して計画を立て

ていただく、あるいは実効性のある運用を考えていただくというのが基本だというふう

に私自身考えております。 

 

○司会 はい、ほかいかがでしょうか。 

アサイさん。 

○記者 NHK のアサイと申します。 

  能登半島地震の関係で、今日の会の中で、モニタリングポストの欠測について説明が

あったと思いますが、改めて今回の事象をどのように受け止められていらっしゃいます

でしょうか。 

○山中委員長 地震当初、およそ 116 か所のモニタリングポストのうち、18 か所欠測があ

ったというふうに報告を受けております。15km 以遠でございますので、万が一、原子力

発電所で異常があった場合、放射性物質の放出があった場合に、15km 以内のモニタリン

グポストはきちっと測定が継続できておりますので、モニタリングは大きな問題はなか

ったというふうに思っております。 

  その上で、18 か所の欠測はあったということで、その原因については通信の問題が主

たる原因であるということが判明いたしましたので、さらに信頼性の向上を早急に進め

ていただくという指示をしたところでございます。 

○記者 今日、委員の指摘の中でも、共通の原因でトラブルが起きることが問題だという

話がありましたけれども、今後どうしていくことが必要だというふうにお考えでしょう

か。 

○山中委員長 まず、通信システムの多重性を構築していくということが、二つの手段で

今日、提案されておりましたけども、具体的に二つとも、実行はすぐに可能ですので、

できるだけ早く実行してまいりたいというふうに思っております。 

○記者 今の段階で、いつまでに進めたいなど、お考えはありますでしょうか。 

○山中委員長 時期については、具体的に今日、まだ事務局から提案はございませんでし

たので、これはもうできるだけ早く対応させていただきたいというふうに思っています。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 ほかいかがでしょうか。 
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  ナナサワさん、申し訳ございません。記者登録の確認ができておりませんので、今日

は御質問を控えてください。 

そのほか、御質問はいかがでしょうか。 

ササキさん。 

○記者 朝日新聞のササキと申します。 

  今のモニタリングポストの件なのですけれども、今回、胆振東部地震、2018 年の北海

道の地震を受けて、多重化をしていたにもかかわらず、要するに、有線、無線、両方や

られてしまって欠測が起きたということで、新たな対策もいろいろ考えられましたけど、

なかなか新たな通信網とかを設けても、どうしてもこういう事態というのは起こり得る

と思うのですけども、こういう欠測がどうしても、多重化しても起きてしまうというこ

とからすると、今の空間線量に応じて避難するという、その避難の考え方、根本が問わ

れているのかなというふうに思うのですけれども、それについてのお考えはいかがでし

ょうか。 

○山中委員長 まず、通信手段のさらなる多重化、信頼性の向上ということは提案をさせ

ていただいて、事務局でも受けていただいたという、そういう理解でございます。 

したがいまして、さらに信頼性は上がるというふうには思いますけれども、それでも

欠測が生じた場合に、航空機によるモニタリングですとか、あるいはドローンによるモ

ニタリングというのを、今回も準備はいたしましたけれども、そういう手段の多様化と

いうことについても進めてまいりたいというふうに思っております。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

  それで、先ほどから話に出た、原災指針と地域防災計画についてなのですけれども、

屋内退避のスタート地点をどうするかなどを検討したいというところで、ちょっと私の

中でイメージができなかったのですが、これはどういう問題意識で、どういうことを議

論されたいのかというのを改めて教えてください。 

○山中委員長 屋内退避をするというのは一定の効果があるということは、もう研究なん

かでも示されているところでございますけれども、永遠に屋内退避をするというのは不

可能でございますし、できるだけ屋内退避は効果のある一定期間にとどめておいたほう

がいいというのが私の考えでございます。 

  したがいまして、私は、スタートの時点というのは今のルールから変える必要はない

というふうに思っておりますけれども、期間をできるだけ短くするという、あるいは一

定期間にするという、そういう対応は取るべきかというふうに思っていますので、その

点については一つの論点になるというふうに思っています。 

○記者 今回の屋内退避、原災指針見直しの議論のきっかけというのは、女川に行ったと

きに地元から要望があったというところかと思うのですが、地元の要望としては、今回

能登で、かなり道路の寸断とか家屋倒壊があって、本当に避難、屋内退避ができるのか
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というのが問題意識にあったと思うのですけど、今回の能登の知見というのは、どのく

らい議論に反映させるということなのでしょうか。 

○山中委員長 能登で起こった自然現象というのは、当然、崖崩れが起きて道路が寸断さ

れて孤立化をするというのは一つ大きな事象。それと、いわゆる皆さんがお住まいの家

屋が倒壊してしまう、そこでの屋内退避ができないという、そういう二つの問題点があ

ったかと思います。この点については、今回の能登半島そのものの防災については、自

然災害に対する備えをさらに充実させていただくことで、原子力災害との連携というの

をさらに図ることができるかというふうに思っております。 

その上で、屋内退避の時間というのは、やはり問題になってくるかというふうに思っ

ておりますし、屋内退避を何か変更する場合、解除する場合、その後の対応をどうする

のか、あるいは変更する場合、どういうふうに避難、あるいは一時移転を進めていくの

かという、そこも論点になるのではないかなというふうに、個人的には思っております。 

○記者 分かりました。あと最後に、今日、九州電力の川内原発と玄海原発の標準応答ス

ペクトルを反映した基準地震動の変更というのが許可されましたけれども、これ九電に

関しては、かなりほかの原発と比べても対応が遅れていて、去年ですかね、九電の社長

と面会したときに、山中委員長が準備不足は否めないというようなことをおっしゃって

いたかと思うのですけれども、改めて、そこも含めて御所見をお願いできますでしょう

か。 

○山中委員長 標準応答スペクトルの導入というのは、何か規制の強度を上げるというよ

うな変更ではございませんで、いわゆる手法の見直しという、プロセスの変更を伴うも

のでございます。 

  したがいまして、これに対して丁寧に対応していただくということが必要になってく

るかというふうに思いますけれども、それぞれの原子力発電所で、この標準応答スペク

トルとともに、留萌地震、いわゆる震源を特定せずで、これまで用いてきた地震動、両

方評価することになっておりますので、特段何か今、すぐさま安全上の問題が生じると

いうふうには思っておりませんけれども、九州電力、非常に対応が二転三転したところ

がございましたので、CEO に対して準備をきちっと進めていただくようにお願いしたと

ころでございます。 

○記者 これ 4 月まで。 

○司会 質問をまとめてください。 

○記者 すみません。4 月までの許可が必要で、もう 2 か月足らず、ぎりぎりの許可だっ

たと思うので、それについてはいかがですか。 

○山中委員長 非常に準備不足だったんじゃないかなというふうに思っております。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 ほかに御質問はいかがでしょうか。 
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  一度目の方、いらっしゃいませんでしょうか。 

  それでは、マサノさん、お願いします。 

○記者 フリーランス、マサノです。よろしくお願いします。 

  先ほど来の防災指針の件なのですけれども、そもそも 1F（福島第一原子力発電所）の

ときに SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）は使わなかった。避

難したら健康や人命被害があったということで、本来はその避難計画がちゃんとできて

いなかったからそういった被害が起きたにもかかわらず、無理やり SPEEDI を使わない

ということにして、屋内退避をして、二段階目として、一定の線量で避難をするという

ことになってしまったわけですけれども、そうすると、今回は能登半島で、そもそも屋

内退避をするときには、判断材料としてモニタリングポストの実測値を使うということ

になっていたのですが、その実測値がとれない事態があるということが今回の新しい教

訓だと思うのですよね。委員長は、先ほど 15km 以遠だったからとおっしゃいましたけ

れども、たまたま 15km 以遠だったわけですけれども、それが 5km 圏内でも起きる可能

性がありますし、実際に 30km 圏内で起きていたわけなので、先ほどササキ記者が言っ

ていたように、根本的なモニタリングポストの判断材料で、屋内退避する、避難すると

いう根本が崩れたと思うのですが、いかがでしょうか。 

○山中委員長 モニタリングの重要性というのは御指摘のとおりで、これはもう非常に重

要なものでるというふうに思っておりますし、これはもう信頼性の向上、あるいは、多

様性をこれからも進めていかないといけないというふうに思います。 

  その上で、若干誤解があるかなというふうに思っておりますのは、東京電力福島第一

原子力発電所の事故の教訓としては、やはり事前に十分な計画が、災害に対する計画が

立てられていなかったことが大きな原因であるというふうに思っておりますし、多くの

犠牲者を出したというのが、無用な避難に基づくものという、そういう理解で私自身は

おります。屋内退避についても、重要な一つの手段でございますし、予防的な避難とい

うことについても、要支援者については重要な避難の手段だろうというふうに私自身は

考えております。モニタリングそのものが屋内退避の判断、あるいは予防的な避難の判

断に使われるというのは、若干誤解かなというふうに思っています。 

○記者 では、その汚染されていく地域は、どのようにその情報を受け取るのでしょうか。

いつ屋内へ移動するのか。例えば、いつ解除されるのかという情報は、いつ受け取るの

でしょうか、どのように。 

○山中委員長 これはもう明確に計画として、5km から 30km の UPZ の範囲は、原災法の 15

条が認定された時点で、屋内退避を今、求めているところでございます。これはもうモ

ニタリングは関係ございません。 

○記者 ですから、その情報をどう受け取るのか、受け取ったときに道路が寸断で逃げら

れない人はどうするのか、防護施設にたどり着けない人はどうするのか。 



13 

○山中委員長 住民に対する連絡の手段というのは、これはもう地域防災計画の中で、地

域それぞれで、その手段というのはきちっと地域に応じた手段を考えていただかないと

いけないと思います。 

○記者 最後ですが、やはり委員長の感覚と、地域の方々が持っておられる恐怖心は随分

差があると思うので、前回も聞かせていただきましたけれども、一度公聴会をやって、

直接御意見を受け止めて、一旦とにかく黙って聞いてみるということをする機会を設け

てはいかがでしょうか。 

○山中委員長 地元の御意見、これはもう、志賀原子力発電所については、まだ審査中の

原子力発電所でございますので。 

○記者 すみません。 

○山中委員長 地元の自治体の皆さんと御意見を聞くという機会は設けております。ただ、

マサノさん、これまでも指摘をいただいているように、住民と直接の対話をということ

については、まだ実現はできておりませんので、今後も検討してまいりたいというふう

に思っています。 

○記者 すみません、声が出ているのは志賀原発周辺だけではなくて、例えば福井県でも

7 基、老朽原発も含めて 7 基動いているところとか、すごく近いわけですね、駿河湾と

能登半島は。なので、取りあえず止めておいてもらえないかとか、そういう何か切実な

声が伝わってきていて、それをどうも受け止めていらっしゃらない。つまり、志賀原発

の話をしているのではなくて、全国で、地震は、いつ、どこでも起きるのだという恐怖

心に対して、受け止めがちょっと薄いような気がするので、そこを言っているのですが、

すみません、これが最後です。 

○山中委員長 地元の皆さんの不安というのは、十分理解はしております。地元の皆さん

との対話というのも、いろんな手段で進めてまいりたいというふうに思っておりますし、

まずは自治体との意見交換をこれから進めていきたいというふうに思っておりますし、

御要望があれば、福井にも参りたいというふうに思っています。 

 

○司会 はい、ほかいかがでしょうか。 

  オカダさん。 

○記者 東洋経済新報社のオカダです。 

  先ほどの質問、アオキさんの質問の中で、地盤の隆起のことでお答えがあったのです

が、今回、能登半島地震では、2m とか 3m などの隆起が海岸部でかなり広範に起きてい

るのですが、もしその規模の隆起が原子力発電所の例えば取水口辺りで起きたりした場

合には、これは冷却不能になるというふうに考えられますけど、そのように考えてよろ

しいのでしょうか。 

○山中委員長 当然、審査の中で、隆起をする可能性のある断層については、きちんと審

査しているというふうに考えておりますけれども、万が一、そういう隆起が生じた場合
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に、海水の取水ができるような手段というのは、体制を持って新規制基準適合性の中で

は評価をしておりますので、その点については何らかの対応ができるものというふうに

は考えております。 

○記者 かなり膨大な量の水を毎日冷却に使っているわけですけど、それは、ポンプ車で

すとか、そういう別の代替手段で、そういうメルトダウンを防ぐようなことまで現実に

できるということなのでしょうか。 

○山中委員長 新規制基準の中では、100％安全というのは保証できませんけれども、通常、

原子力発電所が取水しているような量の海水ないしは冷却水が流せるような大容量の

送水車というのを何台か用意をしておりますので、その点については、多様性あるいは

多重性を持って、注水機能は新規制基準の適合性審査の中で審査ができているというふ

うには考えております。 

○記者 じゃあ、今後、例えば新しい活断層が見つかったり、あるいは断層の評価を見直

したりして、それに伴って隆起量などを大幅に見直すというふうになった場合に、それ

はそういう可搬型の設備などで対応できればよしということなのか、あるいは、そもそ

もそれだけの隆起が、もし可能性があるとなると、それは立地の問題にもなってくると

いうことなのでしょうか。 

○山中委員長 これはもう、各発電所でそういう地震動に関するような、あるいはその隆

起に関するような新知見がある場合には、きちっと、必要があれば変更申請を出してい

ただくという、そういう手続を取っていることになります。 

○記者 ありがとうございます。 

  あと、すみません、先ほど地域防災計画の見直しがというお話でしたけど、ちょっと

いま一つ、私、ちょっときちんと理解できていないのですけど、地域防災計画の原子力

災害編のほうの見直しも必要だというふうに、委員長はお考えでよろしいのですか。 

○山中委員長 当然、地域防災計画は、一般災害、それから地震、津波、原子力災害がご

ざいます。それぞれが連携しているところもございますので、今回のケースですと、や

はり原子力災害に対する備えについても見直していただくべきところはあるかという

ふうに思っています。 

○記者 今回の場合ですと、どういうところを、どういうふうに見直す必要があるという

ことなのでしょうか。 

○山中委員長 すみません、石川県の具体的な、細かな内容、地域それぞれでございます

ので、全部確認をしたわけではございませんけれども、やはり今回起こった事象、孤立

化ですとか、家屋の非常に多くの倒壊ですとか、そういうことに対する対応、計画をき

ちっと中で盛り込んでいただく必要があるかなというふうに思っています。 

○記者 原子力災害のほうにも反映してほしいということ。 

○山中委員長 当然、一般、あるいは地震、津波に対するその対応ができていれば、一部

分、それは可能になる部分もございますし、防護施設が必要であれば、そういう施設を
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多数設ける必要があろうかというふうに思っておりますので、その辺り、不十分なとこ

ろがあれば、そこは見直していただく必要があるかなというふうに思っております。 

○記者 避難先とか避難ルートについてはいかがですか。 

○山中委員長 これも、あくまでも地元と国との協議の上で進めていただくということが

基本でございますので、原子力規制委員会は、あくまでも原災指針の基本的な考え方を

お示しして、それに沿って対策を立てていただければ結構だというふうに思っておりま

す。 

○記者 ただ、これ、策定に協力するとか支援するという立場ではありますよね。 

○山中委員長 もちろん、はい。 

○記者 となると、全く第三者ということではなくて、やはりその内容を伴っていないと

なると、原子力規制委員会なり規制庁が防災計画の抜本的な見直しを要請するというこ

ともあり得るということなのですか。 

○山中委員長 原子力の関係するような災害について、放射線防護の何か科学的技術的な

考え方に対して支援するべきところがあれば、それをアドバイスしていくというのが

我々の務めかというふうに思っております。 

○記者 ありがとうございました。 

 

○司会 ほか、いかがでしょうか。 

  アオキさん、あと 2 分ですので、お願いいたします。 

○記者 福井の人たちから要望があれば対話の場も考えたいというお話だったのですけれ

ども、全国の人たちから対話を求める声は起きているのですけれども、そういう要望が

あれば進めたいというお考えでよろしいですねという確認が一つと。 

  あと、二、三日が屋内退避の限界というお話でしたが、福島第一原発事故を見ますと、

二、三日後というのはかなり深刻化したときでしたですよね。そういう意味で、時間で

区切るのはまずいですよね。どのような感じでお考えになられているのかというところ

を。 

○山中委員長 当然、オンサイト、発電所の中の状況というのも当然、非常に考えないと

いけないところだと思います。そこは議論になろうかと思います。期間で言えば、屋内

退避というのは二、三日というのが限界だろうなというふうに私個人的には思っており

ますけど、それをいつからスタートして、いつ変更するのかというところについては、

これから議論をしていかないといけない論点かというふうに思っておりますし、詳細に

ついては、恐らくその論点がまず決まってから詳細の議論に入るかと思います。 

○記者 1 問目については。 

○山中委員長 1 問目のほうは、これはもう、対話の改善というのはもう、これは以前か

らマサノさんから御指摘いただいているとおりでございますので、対話はもうぜひ、私



16 

は改善を進めてまいりたいというふうに思っておりますので、これはもう本当に、進め

方については検討してまいりたいというふうに思っています。 

  少なくとも職員については、規制庁の職員は、住民の方と直接対話する場というのは

これまでも設けておりますので、何か規制に対する御質問があれば、そういう場を使っ

てまず御質問していただくというのは、あり得るかなというふうに思っています。 

  委員や委員長が行くというのは、まだこれまで実現しておりませんし、その点につい

ては改善してまいりたいというふうに思っています。 

○記者 もうちょっと具体的に、何かありますか。 

○山中委員長 まずは、自治体との対話もまだ再開したばかりでございますので、そこを

足がかりにしてという、出発点はそこかなというふうに、まずは思っております。 

 

○司会 それでは、よろしいでしょうか。 

  本日の会見は以上としたいと思います。ありがとうございました 

 

－了－ 

 

 


